
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模な共同住宅における火災に注意を！ 

 令和５年１月２２日に神戸市内の共同住宅において、８名の死傷者をだす火災が起こりました。 

 消防法の基準によって、一定以上の規模の共同住宅には、火災時に警報を発する自動火災報知設備や屋

内消火栓設備等の設置が義務付けられていますが、小規模の共同住宅については、消火器と住宅用火災警

報器のみが義務となります。（※例外有） 

 共同住宅における防火対策について、今一度、考えてみましょう。 

~共同住宅における特有の注意点~ 

●各部屋独立しているため、隣室で火災が発生して

も気づきにくい。連動型以外の住宅用火災警報器

は、火災を感知してもその部屋しかならない！ 

●収納場所が少なく、避難経路となる廊下やバルコ

ニーに、障害となる物品が置かれがちである。 

避難経路に物品を置かないようにしましょう！ 
過去の火災事例を見ても、避難経路に物品が置かれていたことにより、避難障害となり、多くの方が亡

くなられています。普段見える通路も、煙にまかれると視野が悪くなります。共用廊下、バルコニー、階段

等、避難経路となる場所は、安全に避難できるよう、障害となる物を置かないようにしましょう。 
 

避難経路 

住宅用火災警報器を設置・維持管理しましょう！ 
共同住宅において、台所及び寝室に設置するよう義務付けられています。 

住宅用火災警報器の多くが、電池で作動します。定期的に作動するか確認

しましょう。（使用期限は１０年が目安です。） 

連動型住宅用火災警報器は、他の部屋の警報器も同時に音で知らせるた

め、遮音性の高い共同住宅でも非常に有効です。住宅用火災警報器を交換す

る際は、積極的な設置の検討をお願いします。 

また、火災の時は、大声で周りに知らせながら避難することが大切です。 

 

住宅用火災警報器 



 

設置場所、使用方法を確認しておきましょう！ 
消火器は、火災の初期段階の消火用具として、非常に効果的です。 

消火器の使い方は、消火器に記載されています。設置場所と併せて

使用方法を確認しておきましょう。 

（ホームページ内でも消火器の使用方法を紹介しています。） 
 

消火器 

 


